




 

 身体障害者福祉施策の一環として、進行性筋萎縮病棟を有する国立療養所に

PMD 及びその頻似疾患に罹患している患者に対して、適正なる医療管理のもと

に昼間の理学療法、作業療法及び生活指導を行い患者の福祉増進をはかること

を目的として、いわゆる Dケアーが実施された。そして Dケアー施設とは、通

院によって医療及び訓練等を行う医療機関の特殊外来部門を云うと定義されて

いる。当院でも以上の実施要項によって昭和 51 年 9 月より Dケアーを開姶した

のでその状況を報告する。ご批判をあおぎたい。 


